
医療情報取得加算について 

 

当院はオンライン資格確認を行う体制を整えており、診療情報を取得・活用することにより 

質の高い医療の提供に努めております。 

マイナ保険証により正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。 

また、厚生労働省の定めにて以下の点数算定を行います。何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

●医療情報取得加算（初診時）                1 点 

・従来の保険証を使用された場合 

・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意されなかった場合 

●医療情報取得加算（初診時）                1 点 

・紹介状を持参された場合 

・マイナ保険証を利用され、医療情報提供に同意された場合 

●医療情報取得加算（再診時）【3 月に 1 回】          1 点 

・従来の保険証を使用された場合 

・マイナ保険証を利用するが、医療情報提供に同意されなかった場合 

●医療情報取得加算（再診時）【3 月に 1 回】          1 点 

・紹介状を持参された場合 

・マイナ保険証を利用され、医療情報提供に同意された場合 

 


